
 

 

旭 高 第 2214 号 

令和４年１月 20 日 

旭区連合自治会町内会連絡協議会 各位 

旭区高齢・障害支援課長 

杉本 光明 

 

「旭区認知症ケアパスガイド」完成について（ご依頼） 

 

時下 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

日頃から旭区福祉保健施策の推進に御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、当区では、区民の認知症に対する正しい理解を深め、認知症の早期発見・早期受診や相談につ

ながるとともに、介護者への支援を充実させるため、令和３年に旭区認知症ケアパスガイドを地域の認

知症支援に関わる方々に御協力いただき、作成しましたので情報提供いたします。 

つきましては、御多忙のところ申し訳ありませんが、地域の方から認知症等の御相談があった場合に

御活用ください。 

なお、配布部数に限りはありますが、地域の会合等で御活用いただくことも可能ですので、部数や活

用方法等について下記担当者まで御相談ください。PDF データについては、令和３年度中に旭区ホーム

ページにて公開予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 旭区高齢・障害支援課 

 認知症事業担当 

松岡・岡田 

電話 045‐954-6191 

FAX  045‐955-2675 

◆「認知症ケアパス」とは、認知症の方とその家族が、いつ、どこで、どのような医療・介護

サービスを受けられるかを示すものです。 

◆「旭区認知症ケアパスガイド」は、主に認知症の初期から中等症の方を対象としています。 

◆作成にあたってのコンセプトは、「わかりやすい」、「認知症の方やその家族が今後のイメージ

が持てる」、「前向き・元気になる」、「当事者・家族の葛藤がわかる」の４つです。 

◆このガイドを通じて、区民の皆様へお伝えしたいことは、以下の（１）から（５）です。 

（１）認知症は誰でもなりえること 

（２）気軽に相談にいこうと思えること 

（３）認知症になってもできることがあること 

（４）早期の相談や時期に応じた適切な接し方が大切なこと 

（５）地域の支えにより地域で生活できること 
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